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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、患者への検査の可能な治療のリスト
を表示するステップと、
　可能な治療のリストにおける治療のセットを受け取るための前記コンピュータシステム
の前記ディスプレイ画面の上に、領域を表示するステップと、
　前記可能な治療のリストから治療プランを含む治療の順序付けられたリストを、前記コ
ンピュータシステムがユーザから受け取るステップであって、前記順序付けられたリスト
は、前記領域において受け取られ、第１の治療と第２の治療とを含む、ステップと、
　前記第１の治療または前記第２の治療が正しく、正しい順序に置かれているか否かを前
記コンピュータシステムが決定するステップと、
　前記第１の治療は正しいが、適切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリスト
において正しくない順序であるかを前記コンピュータシステムが決定するステップと、
　前記第２の治療は正しいが、前記適切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリ
ストにおいて正しくない順序であるかを前記コンピュータシステムが決定するステップと
、
　前記コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、前記第１の治療は正しいが、適
切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリストにおいて正しくない位置にあるこ
とを示す第１のステータスと、前記第２の治療は正しいが、前記適切な治療シーケンスに
対して前記順序付けられたリストにおいて正しくない位置にあることを示す第２のステー
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タスと、を表示するステップであって、前記第１のステータスと前記第２のステータスと
が同時に表示される、ステップと、を含む検査表示の方法。
【請求項２】
　前記検査は、歯科専門家のための診察であり、
　前記治療は、歯科治療である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザが、前記可能な治療のリストから前記領域へ治療をドラッギング、ドロッピ
ングした結果として、前記領域は、治療の前記順序付けられたリストを受け取る、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　受け取られた治療の各々のステータスが、該受け取られた治療の画像の上で、表示され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ステータス１つ以上が、前記受け取られた治療のそれぞれの画像の上で色を用いて
、表示される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ステータス１つ以上が、前記受け取られた可能な治療のそれぞれの画像の上でシン
ボルを用いて表示される、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　受け取られた治療の前記順序付けられたリストが正しいか、また、正しい順序を有する
かどうかに基づいて、第１のスコアを計算するステップを更に含む請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記領域が、前記可能な治療のリストから治療の順序付けられた第２のリストを受け取
るステップと、
　前記治療の順序付けられた第２のリストが正しいか、また、正しい順序を有するかどう
かに基づいて、第２のスコアを計算するステップと、
　前記第１のスコアと前記第２のスコアとに基づいて最終スコアを計算するステップと、
をさらに含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のスコアを計算するステップは、前記受け取られた可能な治療の各々が、正し
いか、また、正しい順序であるかどうかを決定するステップを含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記第１のスコアの第１のパーセンテージは、前記正しい治療が受け取られるかどうか
に基づいており、
　前記第１のスコアの第２のパーセンテージは、前記受け取られた治療が正しい順序を有
するかどうかに基づいている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記可能な治療のリストを表示する前に、データベースに格納された治療のライブラリ
を提供するステップと、
　オーサーから、前記検査において表示するために、前記ライブラリからの治療の選択を
受け取るステップと、を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピュータシステムのプロセッサに、歯科検査を提供するためのオペレーションを実
行させるコンピュータ・プログラムであって、
　該オペレーションは、
　前記コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、患者への検査の可能な治療のリ
ストを表示するステップと、
　可能な治療のリストにおける治療のセットを受け取るための前記コンピュータシステム
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の前記ディスプレイ画面の上に、領域を表示するステップと、
　前記可能な治療のリストから治療プランを含む治療の順序付けられたリストを、前記コ
ンピュータシステムがユーザから受け取るステップであって、治療の前記順序付けられた
リストは前記領域において受け取られ、第１の治療と第２の治療とを含む、ステップと、
　前記第１の治療または前記第２の治療が正しく、また、正しい順序であるかどうかを、
前記コンピュータシステムが決定するステップと、
　前記第１の治療は正しいが、適切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリスト
において正しくない順序であるかを前記コンピュータシステムが決定するステップと、
　前記第２の治療は正しいが、前記適切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリ
ストにおいて正しくない位置にあるかを前記コンピュータシステムが決定するステップと
、
　前記コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、前記第１の治療は正しいが、適
切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリストにおいて正しくない位置にあるこ
とを示す第１のステータスと、前記第２の治療は正しいが、前記適切な治療シーケンスに
対して前記順序付けられたリストにおいて正しくない位置にあることを示す第２のステー
タスと、を表示するステップであって、前記第１のステータスと前記第２のステータスと
が同時に表示される、ステップと、を含む、コンピュータ・プログラム。
【請求項１３】
　前記コンピュータシステムが１つ以上のプロセッサを備える、請求項１２のコンピュー
タ・プログラム。
【請求項１４】
　ディスプレイ画面の上に、治療マップを表示するステップであって、該治療マップは口
の複数の歯を含み、歯の各々は、該治療マップのラインにより区分されている複数の領域
を有し、該ラインは、歯の４つの側面の各々と、該歯の上面を含む該歯のセクションを表
し、該治療マップは、該口における各歯を含む、ステップと、
　治療マップの上の歯の領域に適用するために、選択可能である可能な治療を表示するス
テップであって、該可能な治療は、第１の治療を含む、ステップと、
　ユーザから前記第１の治療の選択を受け取るステップと、
　前記第１の治療を適用するために第１の歯の特定の領域の選択を受け取るステップと、
プロセッサを介して、前記第１の治療を適用するために前記第１の歯の前記特定の領域の
前記選択を、基準応答と比較するステップであって、該基準応答は、前記第１の治療は前
記第１の歯の前記特定の領域に適用すべきものか否かを示す、ステップと、
　該比較に基づいて、前記ユーザの応答のスコアを決定するステップと、を含む歯科検査
を提供する方法。
【請求項１５】
　前記基準応答が、前記第１の歯に適用される前記第１の治療が、理想的であるか、また
は、許容不可であるのかを特定する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記基準応答が、前記第１の歯に適用される前記第１の治療が、理想的であるか、許容
可であるか、または、許容不可であるのかを特定する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　許容不可である治療は、スコアを減じ、
　理想的な治療を有しないことは、前記スコアを減じる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　許容不可である治療は、スコアを減じ、
　理想的な治療を有することは、スコアを増す、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記可能な治療を表示する前に、データベースに格納された治療のライブラリを提供す
るステップであって、前記第１の治療の前記選択は、前記ライブラリから提供される、ス
テップを更に含む請求項１４に記載の方法。
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【請求項２０】
　複数の識別子を含む検査情報を受け取るステップであって、該複数の識別子は検査に対
応する第１の識別子と、該検査に使用されるケース・ヒストリ・データに対応する第２の
識別子と、を含み、該検査は、１つ以上の質問と項目選択を含む、ステップと、
　ケース・ヒストリ・オブジェクトを識別するために、前記第２の識別子でデータベース
をアクセスするステップと、
　前記ケース・ヒストリ・オブジェクトに結びついた第３の識別子を識別するステップで
あって、該第３の識別子は、前記ケース・ヒストリ・オブジェクトのケース・ヒストリ・
コンテンツをどのように表示するかを規定する、ステップと、
　コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、前記第１の識別子により識別された
前記検査を表示するステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記ディスプレイ画面の上に、前記ケース・ヒスト
リ・コンテンツを表示し、治療の選択を受け取るための検査領域を表示するステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記ディスプレイ画面の上に、前記検査領域に隣接
する選択要素のグループを表示するステップであって、該選択要素のグループと前記検査
領域とは、同時に前記ディスプレイ画面の上に表示される、ステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記選択要素のグループの１つの選択要素を選択す
るユーザ入力を表示するステップと、
　前記コンピュータシステムにより、前記選択された選択要素に結びついた前記ケース・
ヒストリ・コンテンツを表示するステップであって、前記検査領域と前記ケース・ヒスト
リ・コンテンツの表示は、前記コンピュータシステムにより生成される、ステップと、を
含む、テストを提供する方法。
【請求項２１】
　前記テストは、歯科専門家のための試験であり、
　前記治療は、歯科治療である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記治療は、プロセッサによりユーザから受け取られ、該プロセッサは、前記ディスプ
レイ画面と結合している、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　クローズボタンの起動に応じて、前記ケース・ヒストリ・データ表示を取り除くステッ
プであって、取り除くステップを更に含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記選択に結びついた前記ケース・ヒストリ・コンテンツは、病歴データ、齲蝕活動性
とリスク・アセスメント、歯周検査記録データ、歯内治療記録データ、Ｘ線画像と写真画
像を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記検査領域は、該検査領域の標示を動的に生成するブラウザを介して表示される、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記可能な治療のリストと前記可能な治療のリストにおける治療のセットを受け取るた
めの前記領域とは、
　前記ディスプレイ画面の上に互いに隣り合うように表示される、請求項１に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記複数の識別子の少なくとも１つが、前記検査領域として用いられるレイアウトに対
する治療マップを動的に生成するために用いられる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記複数の識別子のうちの第４の識別子が、
　前記検査が位置する特定のページを追跡する、請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
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　前記可能な治療は、齲蝕、アマルガム充填材、修復治療、フッ素塗布治療、または、ヒ
アルロン酸注射を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記治療マップは、前記口におけるすべての歯有する顎全体を含む、請求項１４に記載
の方法。
【請求項３１】
　受け取った治療の前記順序付けられたリストは、さらに、第３の治療を含み、
　前記方法は、さらに、
　前記第３の治療が正しく、正しい順序に配置されているか否かを前記コンピュータシス
テムが決定するステップと、
　前記第３の治療は正しく、前記適切な治療シーケンスに対して前記順序付けられたリス
トにおいて正しい位置にあるかを前記コンピュータシステムが決定するステップと、
　前記コンピュータシステムのディスプレイ画面の上に、前記第３の治療は正しく、前記
適切な治療シーケンスに対して正しい位置にある第３のステータスを表示するステップと
、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ケース・ヒストリ・コンテンツがどのように表示されるかに対して前記第３の識別
子にしたがった定義は、ラベルと、ボタン画像と、コンテンツの特定の部分が表示される
シーケンスと、のうちの少なくとも１つのを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記検査は、項目シーケンサ検査である、請求項２０に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、一般にコンピュータ化された教育的なツールと方法に関するものである。
さらに詳細には、特に歯科専門家のための教育システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最初に、一連のスクリーンまたはページを通して、コース・マテリアルを提示し、次に
、コース・マテリアルに続いて、検査を提示することにより、試験を行うことは、教育シ
ステムにおいては常套手段である。しかしながら、そのような、教材を教えて、検査する
線形的な提示では、実務において遭遇する現実的な状況の把握に失敗し、例えば、実際の
患者に手続きを適用するスキルなど、実際の世界の環境において専門家にとって重要な問
題解決技術の測定に失敗する場合があり得る。
【０００３】
　さらにまた、検査、スコアリングは、伝統的には、真／偽、多肢、または、エッセイ・
フォーマットで、提示される。先進的な専門家、例えば、歯科医学を実践しているあるい
は、学んでいる個人、に対しては、そのような検査フォーマットは不十分である場合があ
り、熟達した実務家であることを要求するスキルの測定に失敗することがあり得る。
【０００４】
　したがって、新しい教育システムと方法を提供することが、望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　本願発明の実施形態は、コンピュータ化された教育の方法およびシステムを提供する。
１つの実施形態は、歯科専門家のための新しいユーザ・インタフェース特性を有する、ユ
ニークなインタラクティブ・オンラインの教育システムを提供する。その教育システムは
、歯科医業に対する異なる要素を備えることができる。例えば、ある実施形態は、歯科情
報の種々の側面の検査をされ、患者への最善の実務と方法論をいかに管理するかのトレー
ニングを受ける、歯科医、歯科助手、あるいは、歯科用語を学ぶ歯科専門家によって使用
することができる。更なる実施形態において、その教育システムは、例えば、皮膚科学、
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放射線医学などの他のフィールドまで適用され、広げることができる。他の実施形態にお
いて、その教育システムは、非医学的な領域に適用することができる。
【０００６】
　ある実施形態によれば、検査をしている間に、ユーザーは、患者データにランダム・ア
クセスをすることができる。患者データは、医学的事実と患者の履歴と他のデータ、例え
ば、身長、体重、医療ファイル、Ｘ線像、歯周検査記録、歯内治療記録、齲蝕活動性、リ
スク・アセスメント、および、写真画像などを含むことができる。ランダム・アクセスは
、検査領域の上に患者データをオーバーレイさせることができるボタンまたは他の選択オ
ブジェクトを介して提供することができる。試験の間の患者データへのランダム・アクセ
スは、歯科専門家が患者ファイルにアクセスを有する現実世界のシナリオをよりよくシミ
ュレーションすることができる。
【０００７】
　他の実施形態によれば、（例えば、可能な治療のリストから）一つまたは複数の治療を
選択することによって、また、特定の順序にそれらを組織化することによって、試験が、
ユーザーが治療プランを組み上げるか、設計することを促すことができる。１つの例の実
施形態において．教育システムは、適用する治療を選択するために、ユーザーを治療オブ
ジェクトを提案された治療領域に引き込むのを促すインタラクティブ・ページを提供する
。次に、治療オブジェクトを、治療を適用する順序を意味するリストにおいて、順序付け
ることができる。１つの実施形態において、フィードバックが、複数の治療の選択が正し
いかどうか、また、それらが正しい順序に置かれるかどうかに関して、提供される。また
、選択された治療が正しいか、それが正しい順序に置かれるかどうかを説明するスコアを
提供することもできる。そのスコアは、選択および順序付けの側面に対して、可変な重み
と適用するために重み付けすることができる。
【０００８】
　他の実施形態によれば、試験は、ユーザーに、口のマップの上で表示されるように特定
の歯のある領域に対する治療を選択することを促すことができる。コンピュータは、基準
応答において、特定された治療に、一つ以上の領域に対する選択された治療を比較する。
次に、コンピュータは、その比較に基づいてスコアを決定する。種々の実施形態において
、基準応答は、それぞれの歯の特定の領域に対する理想的治療、それぞれの歯の特定の領
域に対する許容可能治療、および、それぞれの歯の特定の領域に対する許容不可治療を特
定することができる。１つの実施形態において、理想的治療に一致する選択された治療は
、スコアに加算し、許容不可治療に一致する選択された治療は、スコアを減算する。更な
る実施形態において、理想的治療領域を選択しないことは、スコアを減算することがあり
得る。１つの例の実施形態において．教育システムは、ユーザーが、試験、試験の回答（
基準応答）をつくり、検査に対する採点／重み測定基準を提供することを可能にする。
【０００９】
　本願発明の性質と長所のより良い理解を、以下の詳細な説明および添付の図面を参照し
て得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本願発明の実施形態による、歯科教育ツールの画面を示す。
【図２】本願発明の実施形態による、選択項目でアクセスされる患者データのオーバーレ
イを図示する歯科教育ツールの画面を示す。
【図３】本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査のためにユーザ・インタフェー
スを表す。
【図４Ａ】本願発明の実施形態による、回答ボックスに配置されるリストからの治療を図
示する画面を示す。
【図４Ｂ】本願発明の実施形態による、回答ボックスに配置されるリストからの治療を図
示する画面を示す。
【図５】本願発明の実施形態による、治療プラン・ボックスの上の患者画像のオーバーレ
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イの画面を示す。
【図６】本願発明の実施形態による、項目シーケンサ採点の例を示す。
【図７】本願発明の実施形態による、歯科治療マップを図示する画面を示す。
【図８】本願発明の実施形態による、回答キー・マップ（基準応答）の一部の例を示す。
【図９】本願発明の実施形態による、複数の検査を用いた重み付け採点の２つの例を示す
。
【図１０】本願発明の実施形態による、コースのセクションで使われる特定の患者の病歴
の組織化ためのデータベース・スキーマを表す。
【図１１】本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査のために、データの組織化た
めのデータベース・スキーマを示す。
【図１２Ａ】本願発明の実施形態による、治療マップ検査のためのデータの組織化のデー
タベース・スキーマを示す。
【図１２Ｂ】本願発明の実施形態による、治療マップ検査のためのデータの組織化のデー
タベース・スキーマを示す。
【図１２Ｃ】本願発明の実施形態による、治療マップ検査のためのデータの組織化のデー
タベース・スキーマを示す。
【図１３】本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査の画面ショットを示す。
【図１４】本願発明の実施形態による、歯科治療マップの画面ショットを示す。
【図１５】本願発明の実施形態による、システムと方法で使用できる典型的なコンピュー
タ装置のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本願発明の実施形態は、コンピュータ化された教育のための方法およびシステムを提供
することができる。１つの側面において、拡張インタラクティブ・オンライン教育システ
ムが提供される。第１に、本願明細書は、発明の概要と本願システムの独特のインターフ
ェース概念のいくつかを含み、後の明細書のセクションは、特定の試験フォーマットを記
載し、それに付随する採点技術を記載する。最後に、本願明細書は、ユーザーが検査をカ
スタマイズするのを可能とするオーサリング・ツールと、検査のカスタマイズを提供する
のに用いられるデータベース・スキーマと、を記載する。
【００１２】
　［Ｉ．ユーザ・インタフェース特性］
　いくつかの実施形態において、本教育システムは、インタラクティブ・ページを含むこ
とができる。インタラクティブ・ページは、ユーザー・スキルのより現実的でダイナミッ
クな検査を容易にすることができる。１つの実施形態において、インタラクティブ・ペー
ジは、ネットワーク（例えばインターネット）の上に提供することができ、あらゆる標準
的なウェブ・ブラウザによってアクセスすることができる。１つの例の実施形態において
．ユーザーは、サーバーへのインターネット接続を有するクライアント・コンピュータか
ら、ページにアクセスすることができる。１つの例の実施形態において．ユーザーは、ペ
ージにアクセスするために、料金を払うことによって取得することができるパスコードや
ユーザー名を使用することができる。別の実施形態において、ページは、サーバー（例え
ばソフトウェア・バンドルの一部として）からダウンロードすることができ、ローカルに
クライアント・コンピュータで動かすことができる。さらに別の実施形態において、ペー
ジは、（例えば、ＣＤ、ＤＶＤまたは他の記憶装置から）クライアント・コンピュータの
プロセッサで動くクライアント・コンピュータの上へ、ローカルにロードされる。
【００１３】
　ユーザー・アクセス可能なフロント・エンドは、コース表現とユーザ・インタフェース
を含むことができ、それはインタラクティブ・ページを表現することができる。これらの
インタラクティブ・ページは、静的および動的なテキストおよび要素を備えることができ
る。それらは試験のベースを形成することができる。そのページは、本願発明の実施形態
による、ビデオとインタラクティブ要素を含む豊かな要素もまた備えることができる。ユ
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ーザ・インタフェースは、ユーザーとの対話処理を追跡し、記録することができる。例え
ば、インターフェースは、ユーザーがマウス・ボタンをクリックや特定の要素の上でスク
ロールを認識することができる。ユーザー・インターラクションを認識することは、採点
の目的のために使用することができる。１つの実施形態において、インストラクター、教
師および教授が、学生の検査の進展と結果をモニターする能力を提供し、管理者機能を提
供する、別のユーザー・アクセス可能なフロント・エンドもあり得る。
【００１４】
　図１は、本願発明の実施形態による、歯科教育ツールの画面１００を示す。１つの実施
形態において、画面１００は、教育ツールにアクセスした後（例えば、パスコードを入力
することによってアクセスを得て）に見られる第１の画面であり得る。別の実施形態にお
いて、画面１００は、導入メッセージまたは教育用プログラム・マテリアルを含む他の初
期ページに続くものであることもあり得る。例えば、テキスト、オーディオやビデオを、
すべて、（画面１００、および、画面１００の後のページと同様に）これらの初期ページ
に示すことができる。
【００１５】
　１つの実施形態において、画面１００は、コースの試験セクションの第１の画面である
。１つのコースが多くの試験セクションを有することができることに留意すべきである。
また、画面１００から入手可能な複数のコースがあり得る。例えば、無料のコース、ある
決まったグループに制限されたコースなどである。検査領域１０５は、インストラクショ
ン、患者データと試験関連データを提供するのに用いることができる例えば、検査領域１
０５は、試験または種々の試験サブセクションを開始するためにインストラクションを表
示することができる。検査領域１０５は、説明、背景、または、提示されている話題に関
する他の情報を提供することもできる。これは、その試験セクションまたはサブセクショ
ンの主題である一人以上の患者についてのコメントを含むことができる。検査領域１０５
は、試験をするために、ユーザーが入力を提供するところでもあり得る。
【００１６】
　試験のセクションまたはサブセクションの間、一人以上の患者の病歴をアクセスするこ
とができる。１つの実施形態において、画面１００の左側に、ボックス１１０が、患者デ
ータの種々のタイプを参照する種々の選択要素１２０を表示する。選択要素１２０とその
それぞれの患者データ・タイプは、（ボタンとして示される）選択要素１２０をクリック
することによって、または、タブ、プルダウン・リスト、スクロール・オーバーを介して
、または、いかなる他の適当な選択メカニズムまたは方法により、選択することができる
。１つの側面において、各々の選択要素１２０と関連患者データは、実際の患者のケース
・ファイルに見出されるデータを反映することができる。例えば、選択要素１２０は、患
者情報、病歴、齲蝕活動性とリスク・アセスメント、歯周検査記録、歯内治療記録、Ｘ線
画像、写真画像および用語集、に関係しているものであり得る。
【００１７】
　画面１００は、どんなコンピュータ・スクリーンにでも表示することができる。ここで
、コンピュータ画面は、処理デバイス（例えば、電話、タブレット、ノートブックまたは
より大きなコンピュータ・デバイスのプロセッサ）と通信できるように結合した（ローカ
ルに、または、ネットワークを通して）どんな表示装置であってもよい。
【００１８】
　図２は、本願発明の実施形態による、選択項目１２０でアクセスされる患者データのオ
ーバーレイ２１０を図示する歯科教育ツールの画面２００を示す。図示した通り、病歴選
択要素２２０は、容易な参照のため、検査領域１０５の上で病歴のオーバーレイを提供す
るように起動される。患者データのオーバーレイ２１０は、検査領域１０５の上に示すこ
とができる。このオーバーレイは、以前に、検査領域１０５に示された情報を再び表示す
るために閉じることができる。あるいは、フルスクリーンを満たすように拡大することが
できる。オーバーレイは、「閉じる」ボタンをクリックするか、活性化することによって
、閉じるか、ドラッグすることができる。１つの例の実施形態において．選択要素１２０
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のどれでも、それぞれの患者データまたは他のデータを、オーバーレイ２１０として表示
するために選ぶことができる。１つの例の実施形態において．患者データと選択要素は、
コースを通して持続することができる。これは、シームレスにコースに戻るために、ユー
ザーが患者データにランダムにアクセスするのを可能にする。例えば、コースの間、いか
なるポイントにおいても、ユーザーは、選択要素を選択することができ、患者データを見
ることができる。更なる実施形態において、選択要素１２０を選択することにより、患者
データを、検査領域１０５に表示させることができる。
【００１９】
　そのような対話機能によって、患者データを見返すことを可能にする。患者データは、
患者に関連したどんなデータでも含むことができ、患者のファイルに通常格納されたデー
タを反映することができる。例えば、患者データは、患者の病歴、人口統計データ、免疫
化データ、血圧、身長、体重、Ｘ線、および、患者の予後にとって有用な他の医学データ
を含むことができる。１つの例の実施形態において．Ｘ線は、患者の歯を示すＸ線を含む
ことができる。
【００２０】
　１つの実施形態において、教師／管理者が、コースごとのコースと試験を作ることを可
能とする認可能力が存在する。認可能力は、また、教師／管理者が、そのサイトの選ばれ
た決まったユーザーが、学生の採点にアクセスを与えられるように、許可を調節すること
を可能とする。
【００２１】
　［ＩＩ．項目シーケンサ検査］
　試験の１つのフォーマットは、項目シーケンサ検査である。１つの実施形態において、
項目シーケンサ検査は、２つの部分を備える。選択部分と、順位付け部分であるが、その
両方とも同じインターフェースを使用してテストすることができる。
【００２２】
　図３は、本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査のためにユーザ・インタフェ
ース３００を示す。検査の目的は、ユーザーに患者のための治療プランを設計させること
である。治療プランは、特定の順序（第２の部分）での一連の治療（第１の部分）から成
る。
【００２３】
　ここに示された実施形態において、可能な治療のリスト３１０が表示される。これらの
治療は、教師／管理者／コース作者がつくるか、アップロードすることができる。可能な
治療のいくつかは、困惑させるもの（間違った治療）であり得る。このリストは、例えば
、別々のボックスや、ドロップ・ダウン・リストなど、どんな適当な方法ででも表示する
ことができる。
【００２４】
　検査の第１の部分は、Ｘ項目のリスト３１０から、Ｎ項目（治療）を選択するものであ
る。ここで、Ｘは１より大きい任意の整数であり、ＮはＸより小さい整数である。１つの
側面において、そのリストには、Ｎ個の正しい項目と、（Ｘ－Ｎ）個の困惑させる項目が
あり得る。図３において、左の回答ボックス３２０に、Ｎ項目（図３においては、Ｎ＝４
）が配置される。Ｘ項目が、右にリストされる（図３においては、Ｘ＝１１）。採点の１
つの実施形態において、ユーザーは、リストから正しい項目のどれでも選択できるクレジ
ットを得ることができる。学生は、困惑させる項目のどれでも選択できるようなクレジッ
トを得ることができないかもしれず、ポイントを失うように、試験の作成者が選ぶことも
できる。Ｎ個の正しい項目は、採点のために異なる重みを有することができる。例えば、
第１の項目を選択することは、第２の項目を選択するより高いスコアを提供することがで
きる。別の実施形態において、等しい重みを用いることができる。更なる実施形態におい
て、正しい項目が選択されない場合には、ポイントを失う場合がある。
【００２５】
　１つの実施形態において、検査は、特定の数の項目を治療プランに入れることを要求す
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ることができる。別の実施形態において、その数は、空白のままにすることができ、ユー
ザーが、いくつ提供するかを決定しなければならない。
【００２６】
　ここで示された実施形態において、ユーザーは、提供された治療リスト（右端の欄３１
０）から、提案された治療試験領域（中央の点線領域３２０）にドラグする。図示の都合
のために、治療は、単に、Ａ－Ｋとラベル付けする。実際には、典型的には、各々の治療
は、使用されている治療に関連したラベルを有する。しかし、ラベルＡ－Ｋまたは他の一
般的なラベルを使用することができるように、相互参照シートを用いることができる。
【００２７】
　検査の第２の部分は、選択された項目の順序付けである。ここに示された実施形態にお
いて、ユーザーは、適切な場所に、項目をドロップすることができる（例えば、ボックス
３２０の、一番上、または、一番下、あるいは２つの項目の間）。他の実施形態において
、インターフェースによって、学生が項目の順序を、いかなる適当な方法ででも、再編成
することができる１つの例の実施形態において．選択された項目の順序は、例えば、上端
から下端へ、あるいは、左から右へなど、空間的に表現することができる。
【００２８】
　よって、種々の実施形態によれば、項目は、適当な方法で、任意の数が選択されてもよ
い。例えば、項目は、ボックスにドラッグ＆ドロップすることができる。項目は、（例え
ば、治療プランに配置するために、別のボタンを用いて、または、キーストロークまたは
パソコンのマウスをクリックすることによって）選択することができ、次に、起動するこ
とができる。１つの側面において、項目は、リストの最初または終わりに、あるいは、す
でにプランにあるハイライトされた項目の後ろ、または、前に置くことができる。次に、
その順序はドラッグすることによって、あるいは、リスト上で項目を上にまたは下に動か
す方向選択によって変えることができる。よって、治療は、例えば、ドラッギング・ドロ
ッピング、プルダウン・リスト、ポイント＆クリック、キーボード・ストロークなど、検
査などのために順序番号を選択するためのいかなる適切なメカニズムによっても選択でき
、順序付けすることができる。
【００２９】
　１つの実施形態において、項目の正しい順序は、等しく重み付けされ、一方、他の実施
形態においては、一つ以上の項目の正しい順序は、他の項目より高く重み付けされること
がありえる。学生は、順序から外れた各々の項目に対して、パーセンテージを失うことが
あり得る。例えば、項目の半分が順序から外れている場合には、学生は、検査のシーケン
ス部分に対して、５０％を失うことがあり得る。採点の例が、図６に記載されている。
【００３０】
　図４Ａは、本願発明の実施形態による、回答ボックス４２０に配置されるリスト４１０
からの治療を図示する画面４００を示す。ユーザーが、正しい治療を正しい順序で選択し
たと信じると、回答を提出することができる。１つの例の実施形態において、ユーザーは
、回答を提出するために、「提出」ボタン４３０クリックすることができる。１つの実施
形態において、システムは、即時にフィードバックを提供することができる。
【００３１】
　１つの実施形態において、フィードバックは、選択された治療が正しかったかどうか、
それが正しい順序に置かれているかどうかを示す視覚的合図の備えることができる。例え
ば、チェックマークは、正しい治療／正しいシーケンスを示すことができる。二重の矢印
は、正しい治療／間違ったシーケンスを示すことができる。Ｘは、間違った治療を示すこ
とができる。システムは、ユーザーの改善をモニターするために、各々の提出物を追跡す
ることもできて、記録することもできる。更なる実施形態において、フィードバックは、
テキストまたは視覚的画像を通して示すことができる。
【００３２】
　１つの例の実施形態において、視覚的合図は、回答の３つの状況のうちの１つを示すこ
とができる。（１）適切なシーケンスと比較して、正しい項目／正しい配置（２）適切な
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シーケンスと比較して、正しい項目／間違った配置（３）間違った項目（「困惑させるも
の」とも呼ばれる）。
【００３３】
　図示した通り、どの状態適用されるかは、例えば、正しい、間違っている、正しいが悪
い配置、をそれぞれ示す、チェックマーク、Ｘまたは矢印など、ステータス・アイコンに
より提供することができる。別の実施形態において、選択された治療のステータスは、例
えば、正しいものには緑、間違ったものには赤、間違ったシーケンスには黄色など、色に
よって提供することができる。回答の正当性を表示する他の方法を、使うこともできる。
【００３４】
　図４Ｂは、本願発明の実施形態による、回答ボックス４２０に配置されるリスト４１０
からの治療を図示する画面４００を示す。この例において、実際の治療は、例えば、フッ
素化合物治療、シーラントなど歯科治療である。
【００３５】
　１つの実施形態において、項目の正しい順序とリストが複数のあることがあり得る。治
療の数が特定されない実施形態において、どこにでも存在か、一つ以上の特定の場所に存
在するか、選択自由に可能な手続きがあり得る。例えば、治療プランが、２番目および３
番目の間に存在するのを許されるが、それが必須ではなく（本質的に、それは選択自由で
あり、スコアに影響を及ぼさない）、他の場所に置かれても、間違いではない。
【００３６】
　システムは、適切な治療プランを決定する各々の試みに関して、ユーザーの改善をモニ
ターするために、各々の試みを追跡し、記録することもできる。このトラッキングは、異
なるコースまたは試験全体で実行することができる。システムが、ユーザーに対して、正
しく回答できるまで新しい試験に移ること、進展を排除することを妨げることができる。
検査のための採点は、正解が取得されるまでに、ユーザーが行った試みの数を数えること
ができる。各々の試みは、それ自身のスコアを有することができる（例えば、正しい項目
に対して多くのポイント、正しい順序も得られた場合には、より多くのポイント）。よっ
て、以降の試みの数とスコアは、その試験の最終スコアに影響を及ぼすことができる。
【００３７】
　ユーザーが治療プランを決定していると（最初または続く試行において）、ユーザーは
、左にタブの上で患者情報を容易にアクセスすることができる。これらは、検査の上でオ
ーバーレイを提供する。オーバーレイを有することにより、新しいページを生成する代わ
りに、治療プランがさわらずに残しておいて、より現実的な検査環境を提供することがで
きる。ツールがダイナミックなウェブ・ページを通して届けられているとき、これは重要
でありえる。（例えば、クライアント側スクリプト（dynamic HTML、Java（登録商標）Sc
ript、Flash）で書かれたコードを利用することができるか、あるいは、サーバー側スク
リプト（php、Perl、ASP、ASP.NET、JSP、ColdFusion）を利用することができる。）。
【００３８】
　図５は、本願発明の実施形態による、治療プラン・ボックス５２０の上の患者のＸ線画
像のオーバーレイ５４０の画面５００を示す。よって、実行されるべき手続きの評価を行
うべく、歯科情報を調べるために、ユーザーは、写真画像または画像に、戻ることができ
る。この状況は、治療プランに決めている間に、歯科医がＸ線を調べるような、実際の世
界状況を反映している。患者データへのそのような容易なアクセスは、問題解決スキルの
より良い検査を可能にする。例えば、ファイルの特定の面を記憶する必要は、取り除くこ
とができ、データの分析に焦点を保つことができる。
【００３９】
　１つの実施形態において、ユーザーは、ケース・ファイルに、ランダムに、どんな部分
でもアクセスすることができる。これにより、データのより効果的なチェックのレビュー
をすることができる。ユーザーは、そのオーバーレイの下のテキストまたは検査セクショ
ンをすぐに見るために、オーバーレイ画面を閉じることができる。
【００４０】
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　図６は、本願発明の実施形態による、項目シーケンサ採点の例を示す。１つの実施形態
において、項目シーケンサ検査の各部に、異なる重み付けをすることができる。例えば、
正しい順序を有するより、正しい項目を選択することが、重要である場合がある。図６の
例１ａにおいて、治療選択には、０．７の重みが付けられ、一方、治療シーケンスには、
０．３の重みが付けられる。１つの例の実施形態において、検査のシーケンス部分は、順
序には依存せず、正しい項目をリストから拾い上げることからそのスコアの１００％が計
算されるように、重み付けが０にまでなることがありえる。
【００４１】
　実施形態は、検査が反復的であるのを可能にする。例えば、学生は、正しいソリューシ
ョンが学習されるまで、この検査をし続けることができる。１つの実施形態において、第
１の回答のみが採点され、一方、他の実施形態においては、回答の全てが、採点され、最
終スコアを決定するのに用いられる。例えば、各々の試みを格納することができ、正解に
達するために学生が必要とした多くの試みを分析することによってスコアを導出すること
ができる。
【００４２】
　１つの実施形態において、項目シーケンサ検査デザイナーは、検査をつくるために、オ
ーサリング・ツールを使用することができる。例えば、オーサリング・ツールは、デザイ
ナーが、項目の合計数を選択する、項目（正しい項目および間違った項目）を選択する、
学生が検査のために選ぶことができる項目の合計数を選択する、正しい項目を選択する、
項目の正しい順序を選択する、治療項目（例えばリスト３１０）のリストに、新しい項目
を追加する、正しい項目を選択することに関する重みを選択する、　項目を正しく順序付
けることに関連した重みを選択する、ことを可能にする。
【００４３】
　［ＩＩＩ．治療マップ検査］
　試験の別のタイプは、治療マップ検査である。治療マップ検査は、例えば患者データな
ど、以前提示される情報に基づく正しい治療を実行する、学生の能力を試すことができる
。治療マップは、治療の任意のタイプに適用することができる。１つの例の実施形態にお
いて．治療マップは、種々の治療を適用することができる１つ以上の物理的オブジェクト
を表す。以下の例において、歯科治療マップが示される。
【００４４】
　図７は、本願発明の実施形態による、歯科治療マップ７１０を図示する画面７００を示
す。この歯科治療マップ７１０は、口（例えば人間の口）の中の各々の歯の各々の表面を
表すマップである。種々の年齢の人間の歯の進展を表す種々の歯科治療マップが存在しえ
る。歯科治療マップ７１０は、ユーザーが治療をマップに適用するの可能にするインタラ
クティブ・マップである。それは歯の種々の表面を図示することができる。ユーザーは、
複数の治療を歯のマップに適用することができる。マップは、米国の標準に対応するが、
他の標準（例えばＩＳＯ）に対する他のマップを使用することが可能である。
【００４５】
　各々の領域７２０は、それぞれの歯の特定の表面と関係している。１つの実施形態にお
いて、各々の領域７２０は、それぞれのオブジェクトとしてデータベースに格納され、マ
ップの上で任意の数の方法で表示することができる。他の実施形態において、深さ（例え
ば、３Ｄマップの部分、または２Ｄマップの一部として）を提供しているマップを、提供
することができる（例えば、歯内治療のために）。１つの例の実施形態において、領域７
２０は、歯と歯の上面（咬合面あるいは切端面）を表すセクションの４つの側面の各々を
表すセクションであり得る。治療マップを表示する他の方法は、３Ｄイメージング、第１
の人の透視探査、他の方法を含むことができる。他の実施形態において、治療マップは、
例えば人の顔の表皮効果または足の骨など他の物理的オブジェクトを表すことができる。
【００４６】
　コースに示された情報に基づいて、学生は、特定の治療を、治療マップの領域７２０の
特定の領域に適用することができる。１つの実施形態において、複数の手続きを、同じ領
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域に適用することができる。１つの側面において、これは、複数の手続きを含む治療ボッ
クスを用いて行うことができる。別の側面において、これは、別々の治療ボックスを選択
しているユーザーによって行うことができ、各々の手続きを歯の同じ領域に適用すること
ができる。学生は、回答キー・マップ（基準応答）と比較して、いかに正確に、治療を選
び、配置するかを採点される。
【００４７】
　１つの実施形態において、学生は、（例えば、データベースで選ばれたライブラリから
つくられた）リストから、治療７３０をクリックすることができる。次に、選択された治
療に適用する領域をクリックすることができる。その領域は、例えば、再びその領域をク
リックすることによって、選択からはずすことができる。学生が、どの治療をどの領域に
適用したかを追跡することができるように、各々の治療は、関連する色を持つことができ
る。
【００４８】
　詳しくは、図７は、例えば、齲蝕（虫歯）（歯の空洞治療）、アマルガム・シーラント
、復元治療、フッ化物治療、ヒアルロン酸注射など、治療の歯に適用することが可能な治
療を示す。患者に適用できるもの、多分に困惑させるものであるものなど、多くのリスト
された治療があり得る。図示した通り、ユーザーは、歯Ｂと歯Ｓとの特定の部分のキャビ
ティを治療することを選択した。１つの実施形態において、カーソルを領域の上を動かす
と、領域の名前が、（例えば、ポップアップ・ボックスで）提供される。
【００４９】
　１つの実施形態において、治療マップを採点するためには、治療マップ回答キーを作る
治療デザイナーを必要とする。１つの例において、治療マップ回答キーの上には、理想的
、許容可能、許容不可、の３つのタイプの領域がある。
【００５０】
　図８本願発明の実施形態による、回答キー・マップ（基準応答）の一部の例を示す。１
つの実施形態において、理想的領域は、治療が適用されなければならない領域である。学
生は、これらの領域をマークしたにちがいない。学生がこれらの領域をマークすることを
ミスした場合には、ポイントが、差し引かれる。別の実施形態において、正しい治療が理
想的領域に対して選択されるとき、ポイントが追加される。
【００５１】
　１つのインプリメンテーションにおいて、許容可能領域は、治療が適用されることがで
きた領域でありえる。これは、回答キー・デザイナーが、治療が適用されるときに、ポイ
ントを差し引かない（または、最小のポイントを差し引くか、追加する）領域をつくるこ
とを可能にする。多くの専門家の間で、いつ正確な治療を適用するかに意見の違いがある
。これは、システムがそれらの、あいまいな「正しい」答えがあるシナリオを収めるのを
可能にする。
【００５２】
　別のインプリメンテーションにおいて、許容不可領域は、治療が適用されてはならない
領域である。学生は、これらの領域に治療を適用することに対して、ポイントを失う。回
答キー・デザイナーが、どれだけのポイントを、許容不可領域をマークすることに対して
、学生が失うのかを決定することができる。
【００５３】
　ある実施形態において、各々の治療は、異なる重み付けをすることができる。例えば、
治療Ｂを適用するより、治療Ａを適用することが、重要である場合がある。
【００５４】
　種々の実施形態において、各治療について全てのスコアは、以下の規則のどの一つ以上
を用いてでも計算することができる。各々の理想的治療は異なる重み付けをするか、同じ
にすることができる。１つの実施形態において、学生は、各々の治療マップの上で１００
％のスコアから始める。個々の治療に対して、その学生はパーセント点を失う。そのよう
な失われたポイントは、「領域ごとに失ったポイント」と呼ぶことができる。学生がいつ
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ポイントを失うかという例は、許容不可領域をマークすること、理想的領域をミスするこ
と、を含む。２つの治療と総スコアの採点の例は、以下の通りである。治療１　＝　１０
０％のスコア－（マークされる許容不可領域の総数）＊（領域につき失うポイント）－（
ミスした理想的領域の総数）＊（理想的領域につき失うポイント）。治療２　＝　１００
％のスコア－（マークされる許容不可領域の総数）＊（領域につき失うポイント）－（ミ
スした理想的領域の総数）＊（理想的領域につき失うポイント）。トータル・スコア＝（
治療１のスコア）＊（治療１の重み）＋（治療２のスコア）＊（治療２の重み）。
【００５５】
　この検査は、インタラクティブでもありえて、複数の試みを可能にする。各々の試みの
後に、フィードバックは、提案した治療が間違っている領域をハイライトして与えること
ができる。フィードバックは、正しいスコアが何であったか、そして、なぜかについても
与えることができる。このように、答えが間違っていた理由と基準が正しかった理由に対
する考察を提供する。例えば、副作用がありえた手続き（例えば、アレルギー性であるか
他の有害反応）は、間違っている領域の理由として、記載することができる。
【００５６】
　別の実施形態において、スコアは、ゼロまたは、１００％未満の共通の値（または、１
パーセンテージでないある数）で始めることができる。ここで、許容不可治療は、スコア
を減じ、理想的治療は、スコアを増加する。例えば、スコアは、５０（パーセンテージま
たはポイント）で始めることができ、値を加え、あるいは、減ずることができる。１つの
側面において、最終スコアは、１００より大きくてもよい。種々の実施形態において、次
に、最終総スコアは、評定スケール、あるいは、設定値を決定するために分析することが
でき、合格を決定するために用いることができる。
【００５７】
　１つの実施形態において、文書オブジェクトモデルがJava（登録商標）Scriptで使われ
、そして、複数のプラットホームで動作することができ、サード・パーティ・プラグイン
を必要としない。別の実施形態において、フラッシュが使われる。
【００５８】
　他の実施形態において、（例えば人間の）器官の異なる部分のマップを使うことができ
る。例えば、完全な人体治療マップを使うことができる。そしてそれは異なる治療領域に
人体の部分を分割する。
【００５９】
　［ＩＶ．コースの全体］
　評価セクションは、また、真／偽、多肢、エッセイなど伝統的なオンラインの試験を含
めることができる。各々のコースは、コースの間に０以上の試験を持つことができる。学
生は、個々の試験の全てから計算される総スコアで採点することができる。各々の試験は
、異なる重みを持つことができる。試験の１つのフォーマットは、コース間に複数回であ
りえる。１つの実施形態において、学生は、コースの間に、改善することに対して報いる
ことができる。１つの実施形態は、項目シーケンサ、治療マップ、および、標準、の３つ
のタイプの試験を含む。
【００６０】
　図９は、本願発明の実施形態による、複数の検査を用いた重み付け採点の２つの例を示
す。図９は、コースにおいて各々の検査に対する重み付け採点を示す。特定のタイプの複
数の検査が、あり得る（例えば、複数の項目シーケンサ検査）。重みは、コースの作成者
（すなわち、オーサリング・ツールを使用している人）によって決定することができる例
１において、検査の４つのタイプが、コースにある、項目シーケンサ、治療マップ、多項
選択式の試験ともう一つの項目シーケンサであり、それぞれの重みが、１０％、２５％、
２５％と４０％である。例２において、検査の３つのタイプだけが、コース（治療マップ
）に存在する。治療マップ、多項選択式の試験と項目シーケンサであり、それぞれの重み
が、２５％、２５％と５０％である。
【００６１】
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　［Ｖ．拡張オンライン教育オーサリング・ツール］
　コース・オーサリング・ツールを、主題の専門家（教師）が、患者のケースをつくり、
入力し、ならびに、多くのケース全体で共通に使われる情報をつくるのに使うことができ
る。教師は、例えば治療プラン・リストなど試験のための可能な治療のリストを書くこと
もできる１つの実施形態において、データベースに格納された治療のライブラリから治療
を選択することによって、リストを選ぶことができる。コース・オーサリング・ツールは
、回答と基準応答をつくるのにも用いることができる。
【００６２】
　１つの実施形態において、拡張オンライン教育オーサリング・ツールは、拡張オンライ
ン教育システムのためのコンテンツを管理して、つくるために使われるウェブ・アプリケ
ーションである。このツールは、オーサーが新しいコースをつくり、コースのためのすべ
てのコンテンツ・ページを開発し、コースの評価／検査セクションをつくるのを可能にす
る。
【００６３】
　オーサリング・ツールは、以下の機能を含むことができる。コース情報を作成／編集す
ることができ、オーサー情報、学習目的、要約、概略、基準を備える情報の入力を可能と
する。これらは、ユーザーがコースの目的と基本的な材料を知ることができるようにコー
スの始めに提供することができる。
【００６４】
　オーサリング・ツールは、また、コースのセクションの作成／編集もすることができる
。オーサーは、コースを複数のセクションに分けることができ、各々がセクションの終わ
りに一つ以上の検査を持つことができる。それは、コースの特定のページの作成／編集を
行うこともできる。コースの特定のテキストを編集すること、画像、音、スライドショー
やビデオをページに追加してすること、ページから取り除くことをユーザーが行えるよう
にする。
【００６５】
　他の機能は、コースの評価を作成し、編集する能力を含む、そして、このように、ユー
ザーは、特定の評価に関連したテキストを作成することができる。例えば、テキストが、
導入部、患者の記載、一般的なシナリオである場合がある。特定の項目シーケンサ、治療
マップ、標準的な試験をつくることもできる。ユーザーは、コースで個々の試験の重さを
特定し、どのように結果を報告し、ユーザーへフィードバックするかを決定することがで
きる。
【００６６】
　項目シーケンサ試験の作成をサポートする際に、このツールは、ユーザーが、たとえば
、ケース・ファイルの情報などその研究分野に特有の項目のライブラリを作成し、管理す
るのを可能にする。たとえば、表示領域のテキストなど、項目シーケンサ検査の上で表示
する試験指導書を作成し、例えば、リストにおいて表示するために、正しい項目の正しい
順序など正答を特定し、困惑させるものとしてリストにおいて表示するために、間違った
項目を特定し、正しい項目選択へ特定の重みを割り当て、特定の重みを項目の正しい順序
に割り当てる、ことを可能にする。
【００６７】
　治療マップ試験の作成をサポートする際に、ツールは、ユーザーが、任意のマップ構成
に対する治療マップを作成し、可能な治療のリストを選んで、マップ・テンプレート（例
えばＵＳ、ＩＳＯ）を選択するのを可能にする。それは、また、各々の治療マップのため
に回答キーをつくる方法を提供することができる。これは、マップの理想、許容可能、許
容不可な領域を特定することができることを含む。それは、また、ユーザーが、学生が許
容不可領域を選ぶときに、差し引くパーセント点の量を特定するのを可能にし、特定の重
みを一つの検査の各々の治療に割り当てることを可能にする。
【００６８】
　標準試験の作成をサポートする際に、ツールは、ユーザーが多項選択式の試験をつくり
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、回答のリストを作成し、正答を選ぶのを可能にする。ユーザーは、真／偽試験をつくり
、質問の幹をつくり、正答を提供するために、そのツールを使うかもしれない。
【００６９】
　例えば、治療シーケンサ採点のために、教師は、正答を割り当てることができ（順序を
含む）、困惑させるものを提供することができ、そして、可能な治療が現れるという命令
を提出することができる（アルファベット順か、またはランダムかのデフォルトを選択す
ることができる）。
【００７０】
　治療マップのために、先生は、各領域につき、理想的治療、許容可能治療、許容不可治
療を提供することができる。１つの実施形態において、３つのうちの２つだけ（例えば、
理想的、許容可能）を、特定することができ、残りの可能性が第３のカテゴリーに入れら
れる。
【００７１】
　コースのすべてのセクションに対して、先生は、病歴を提供し、（例えば、写真あるい
はＸ線の）画像をアップロードし、オーディオ・ビデオのような他のコンテンツをアップ
ロードすることができる。情報の各々の部分は、データベースの特定オブジェクトに対応
して、特定のラベルを有するタグを付けることができる。
【００７２】
　ボタンを、治療、場所を（マップまたはシーケンステストに）追加しておよび／または
削除するのに用いることができる次に、回答を保存することができる。教師インターフェ
ースは、ユーザーが見るものと同様のインターフェースでありえる。
【００７３】
　［ＶＩ．拡張オンラインの教育スキーマ］
　１つの実施形態において、データベースは、例えば、患者の病歴および、検査により用
いられる患者のケース・ファイルに関係があるいかなる材料など、コース・マテリアルを
含む。データベースは、治療プランのライブラリを含むことができる（スキーマ記述にお
ける治療項目テーブルを参照）。データベースは、（例えば、フォーマッティングと一般
的なコンテンツなど）すべての患者のケースにより用いられる一般情報を含むこともでき
る。
【００７４】
　１つの実施形態において、学生が行動を行うとき、ユーザー・アクセス可能なフロント
・エンドは、データベース内のデータを読み書きする。データベースは、（進行する採点
の則面を含む）学生のスコアを追跡することもできる。コース・オーサリング・バックエ
ンドは、また、データベースに、データを読み書きすることもできる。
【００７５】
　以下は、１つの実施形態のための、拡張オンライン教育システムのデータベース・スキ
ーマである。
【００７６】
　［病歴表］
　これらのテーブルは、患者の病歴メニューを、コースのすべてのページ、あるいは、特
定のコース・セクションのすべてのページの上に表示することを可能にする。患者の病歴
の異なるタイプが、存在できる。例えば、各々のタイプは、異なるボタン・タイプを持つ
ことができる。
【００７７】
　図１０は、本願発明の実施形態による、コースのセクションで使われる特定の患者の病
歴の組織化ためのデータベース・スキーマを表す。１つの実施形態において、病歴をコー
スにマップするために、変数「ce_course_id」は、どのコースに、その病歴が属するかを
追跡する。１つの側面において、このトラッキングは、データベースを、多重コースによ
ってアクセスすることを可能にする。そのコードは、（例えば、コードがＣＤで届けられ
て、ローカルに動くならば）、ある柔軟性が失われるが、病歴を変化しにくくすることも
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できる別の実施形態において、変数「ce_section_id」は、その病歴が、コースのどのセ
クションに属するかを追跡する。コースが複数のセクションを持たない場合、これは、実
施形態において必要でないかもしれない。別の実施形態において、変数「case_history_e
lement_id」は、コースの特定のセクションのどの病歴が、アクセスされているかを追跡
する。
【００７８】
　病歴コンテンツをマッピングするために、コース履歴要素ＩＤを、病歴オブジェクトを
見つけるために使うことができる。１つの側面において、病歴オブジェクトは、特定タイ
プＩＤを持つことができ、また、コンテンツを含むことができる。病歴タイプは、病歴コ
ンテンツがどのように表示されるか（例えば、ラベル、ボタン画像と、コンテンツの各々
特定の部分が表示されるシーケンス）について定める。病歴を表示するためのコードは、
適切なデータが適切な方法で読み出されて、表示されるようにこれらの変数を使うことが
できる。
【００７９】
　［治療項目とシーケンス］
　図１１は、本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査のために、データの組織化
ためのデータベース・スキーマを示す。１つの実施形態において、項目シーケンサ検査を
コース・ページにマップするために、変数「ce_subsection_id」は、項目シーケンサ検査
が位置するコースの特定のページを追跡する。種々のテーブルを使うことができる。「tr
eatment__items」テーブルは、検査に含むことができるすべての可能な治療または「扱う
べき項目」のリスト/ライブラリを格納することができる。「treatment_item_groups」テ
ーブルは、特定のページ「Ce_subsection_id」の項目シーケンサ検査に含まれるすべての
項目を含むことができる。１つの実施形態において、「treatment_item_groups」の各々
の行は、項目シーケンサ検査の項目である。「tig_answer_sequence」は、項目が正答で
あるかどうかを示すことができる。「tig_list_sequence」は、最終的なシーケンスの項
目の正しい順序を示すことができる。「tig__treatment_item_weight」は、採点でこの項
目に適用される採点重みの量を示すことができる。
【００８０】
　［歯治療マップ表］
　図１２Ａ－１２Ｃは、本願発明の実施形態による、治療マップ検査のためのデータの組
織化のデータベース・スキーマを示す。以下のセクションは、任意の口の構成に対して、
ダイナミックな治療マップを生成することに関する、この例のスキーマがどのようなもの
かについて述べる。
【００８１】
　１つの実施形態において、治療マップ検査をコース・ページにマップするために、変数
「ce_subsection_id」は、治療マップがどこに位置するか、コースの特定のページを追跡
する。「teeth_map」テーブルは、「tm_id」から「cesubsection ID」への関係を示すこ
とができる。変数「tm name」は、「teeth_map」に与えられる名前として使用することが
できる。歯タイプ・テーブルは、（例えば、成人上顎の、成人下顎の、乳歯上顎の、乳歯
下顎の）歯のタイプを示すことができる。
【００８２】
　別の実施形態において、歯テーブルは、特定の口の表現に対するすべての歯を格納する
。１つの側面において、その口における歯ごとに、１つの行が存在し得る。ここで、「t_
id」は、その行にたいする一意の識別子であり、「t_group_id」は、歯のグループのため
の一意の識別子である。変数「tooth type id」は、歯テーブルを歯タイプ・テーブルと
関連づけることができ、歯の特定タイプを格納することができる。「tooth_name」は、歯
の名前である。変数「t_split」は、歯をダイヤグラムに分けるべきかどうか示すことが
できる。例えば、臼歯は、中央の領域をダイヤグラムに分けておく。変数「t_identifier
」は、その歯に対する標準識別子（例えば、永久歯に対しては、１－３２、乳歯に対して
は、ａ－ｋ）を示す。
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【００８３】
　１つの実施形態において、「tooth_surfaces」テーブルは、各々の可能性がある歯面の
名前との指定を格納する、そして、変数「ts_name」は、表面（例えば、近心側、咬合性/
切端、遠位性、顔面（唇側あるいは頬側）、舌）の名前であり、「ts_designation」は、
表面の指定（例えば、Ｍ、Ｏｉｌ、Ｄ、Ｆ、ｉ／ｂ、Ｌ）である。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、「teeth_to_tooth_surfaces」テーブルは、歯に対する
すべての表面を格納する。このテーブルは、歯面を歯に接続する。変数「tooth id」は、
歯テーブルからの「t id」である（これは歯を識別する）。変数「teeth_surface_id」は
、歯面テーブルからの「ts id」である。表面位置は、歯面が、歯マップのどこに配置さ
れるのかを定めることができる（例えば、上部、左、右、下部、中央、中央左、または、
中央右）。
【００８５】
　他の実施形態において、歯治療テーブルは、歯面に適用されることができる歯治療のラ
イブラリである、変数「tt_treatment_name」は、治療の名前である。「tooth_treatment
s_to_teeth_map」テーブルは、治療を「teeth_map」にマップすることができる。変数「t
ooth_treatment_id」は、「tooth_treatments」テーブルからの「tt_treatment_id」であ
る。「teeth_map_id」は、「teeth_map」テーブルの「tm_id」識別子である。変数「tttm
_sequence」は、歯マップのこの治療を表示するシーケンスである。変数「tttm_treatmen
t_weight」は、この「teeth_map」の上でこの治療と関連する採点重みである。
【００８６】
　「teeth_state」テーブルは、治療マップの回答キーを生成することのために、あるい
は、学生の回答を格納するために、口の状態を格納することができる。このテーブルは、
「teeth_map」（治療マップ）を、歯の特定の表面に適用される特定の治療に関連させる
ことができるこれは、回答キーをつくるため、あるいは、結果を格納するためにに使うこ
とができる。１つの側面において、このテーブルは、治療が適用された「teeth_map」（
治療マップ）における、各々の歯の表面ごとに、エントリを含む。「cn id」は、治療を
適用したユーザーのユーザーＩＤである、変数「tm_id」は、「teeth_map」（治療マップ
）である。「teeth_id」は、治療が適用された特定の歯のＩＤである。変数「surface_id
」は、治療が適用される歯の上の表面である。変数「treatment_id」は、歯の表面に適用
される治療である。変数「ts_state_type」が、回答キーのために使われる。「ts」状態
タイプは、この表面治療が理想的であるか許容可能回答であるかどうかを示す。変数「ts
_answer_weight」は、この特定治療に適用される重みである。それは、この特定の表面の
上の特定の治療のために使うことができる。
【００８７】
　これらのテーブルは、任意の歯システムの治療の選択肢とともに、レイアウトと順序を
ユニークに特定することができる。アメリカ合衆国においては、歯は、永久歯に対して数
（１－３２）によって識別され、乳歯に対して文字（Ａ－Ｔ）によって識別され、１－１
６、および、Ａ－Ｊで、上の並び、そして、１７－３２、および、Ｋ－Ｔ、で下の並び、
を識別する。しかしながら、歯レイアウトのための任意システムも、表現できる。その上
、任意の口（人間だけでなく）が表現できる。
　［実施形態の他の側面］
　人間以外の口に適用できる場合もある。例えば、図３－６の治療プランは、人間以外の
口のために開発することができる。
【００８８】
　歯の教育のために特に記載されているが、本願発明の実施形態は、例えば皮膚科学、放
射線医学など、あるいは、非医学的なフィールドにさえ、どんな専門領域に対しても適用
することができる。
【００８９】
　図１３は、本願発明の実施形態による、項目シーケンサ検査の画面ショットを示す。画
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面ショットの中で、ユーザーは、項目シーケンサをつくっているかもしれない。テキスト
ボックスは、ユーザーが、シーケンサ・ページタイトルとインストラクションのためのタ
イトルを入力することを示すことができる。セクションは、また、ユーザーが正しい項目
と順序を識別するために存在する。チェックボックスは、項目／治療の順序が無視される
ことになっていることを標示することができる。新しい項目を、「Add New Items」ボタ
ンをクリックすることによって、シーケンスに追加することができる。
【００９０】
　図１４は、本願発明の実施形態による、歯科治療マップの画面ショットを示す。画面シ
ョットの中で、ユーザーは、歯科治療マップをつくっているかもしれない。ユーザーが治
療タイトルとインストラクションを入力するために、テキストボックスが示される。治療
マップ・デザイン・コンポーネントは、ユーザーが色、特定の治療に対する色との関係、
名前特定の治療を定めるのを可能にし、歯科治療マップの上で、その治療がどこに適用さ
れなければならないかについて定めることを可能にする。
【００９１】
　本教育システムは、任意の適当な数のサブシステムを利用することができる。そのよう
なサブシステムまたはコンポーネントの例が、図１５に示される。図１５に示されるサブ
システムは、システムバス１３７５を通して相互接続される。ディスプレイ・アダプタ１
３８２、その他に結合する、例えばプリンター１３７４、キーボード１３７８、固定ディ
スク１３７９、モニター１３７６等の追加的なサブシステムが、示される。入出力コント
ローラ１３７１に接続する、周辺機器と入出力（Ｉ／０）は、例えばシリアルポート１３
７７など、当該技術領域で知られている多くの手段によって、コンピュータ・システムに
接続することができる。例えば、シリアルポート１３７７または外部インターフェース１
３８１は、コンピュータ装置を、例えばインターネットなどワイド・エリア・ネットワー
ク、マウス入力デバイスまたはスキャナに接続するのに用いることができる。システムバ
スを経た相互接続は、（一つ以上の別々のプロセッサから成るかもしれない）中央処理装
置１３７３が、各々のサブシステムと通信し、システム・メモリ１３７２または固定ディ
スク１３７９からの命令の実行、ならびに情報のサブシステム間での交換をコントロール
することを可能とする。システム・メモリ１３７２や固定ディスク１３７９は、コンピュ
ータで読取り可能な媒体を表すことができる。
【００９２】
　本願発明は、モジュラまたは一体化の方法で、ハードウェアを使用するか、および／ま
たは、コンピュータソフトウェアを使用して制御ロジックの形で、先に述べたように実施
することができることを理解すべきである。このここに提供されている開示と教示に基づ
いて、ハードウェアとハードとソフトの組合せを使っている本願発明を実施するために、
当業者は、他の方法や方法を知り、評価する。
【００９３】
　このアプリケーションで記載されたソフトウェアコンポーネントまたは機能はいずれも
、どんな適当なコンピュータ言語でも使用しているプロセッサで実行されるソフトウェア
・コードとしてインプリメントすることができる。たとえば、従来の、あるいは、オブジ
ェクト指向技術を使用している、例えば、Java（登録商標）、C++、または、Perlなどで
インプリメントすることができる。格納や伝達のためのコンピュータ読取り可能媒体に、
ソフトウェア・コードを、一連の命令またはコマンドとして格納することができる。その
適当な媒体は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、例
えば、ハードドライブまたはフロッピー（登録商標）ディスクなどの磁気媒体、または、
コンパクトディスク（ＣＤ）またはＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）、フラッシュメモ
リ、などのような光学的媒体を含む、コンピュータ読取り可能媒体は、そのような格納ま
たは伝達デバイスのいかなる組合せでもあり得る。
【００９４】
　そのようなプログラムは、また、コード化され、インターネットを含む種々のプロトコ
ルに従う、有線、光および／または無線ネットワークを通して伝送に適応するキャリア信
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号を使用して伝送されえる。そのように、本願発明の実施形態によるコンピュータ読取り
可能媒体は、そのようなプログラムでコード化されるデータ信号を使ってつくることがで
きる。プログラムコードでコード化されるコンピュータ読取り可能媒体は、互換性を持つ
デバイスでパッケージすることができる、あるいは，他のデバイス（例えば、インターネ
ット・ダウンロードを通して）とは別に提供することができる。そのようなコンピュータ
で読取り可能な媒体は、一つのコンピュータ・プログラム製品（例えばハードドライブま
たは全コンピュータ・システム）の上、その中に存在することができる。システムまたは
ネットワークの中の異なるコンピュータ・プログラム製品の上で、または、その中に存在
することができる。コンピュータ・システムは、ユーザーにここに記載の結果のどれでも
提供するためにモニター、プリンターまたは他の適当なディスプレイを含むことができる
。
【００９５】
　ここに記載された方法のいずれも、全体的に、または、部分的に、そのステップを実行
するように構成できるプロセッサを含むコンピュータ・システムで実行できる。よって、
実施形態は、それぞれのステップ、あるいは、ステップのそれぞれのグループを実行する
異なるコンポーネントで、潜在的に、ここに記載された方法のいずれのステップでも実行
するように構成された、コンピュータ・システムに向けられることがありえる。数えられ
たステップとして表現されるが、本願の方法のステップは、同じ時、または、異なる順序
で実行することができる。その上、これらのステップの部分は、他の方法からの他のステ
ップの部分で使うことができる。また、ステップのすべてまたは部分は、選択自由であり
得る。その上、本方法のどのステップのどれでも、これらのステップを実行するためのモ
ジュール、回路または他の手段で実行することができる。
【００９６】
　特定の実施形態の特定の詳細は、本願発明の実施形態の要旨と範囲から逸脱することな
く、どんな適当な方法にでも組み込まれることができる。しかしながら、本願発明の他の
実施形態が、個々の側面に関して、あるいは、これらの個々の側面の特定の組合せに関し
て、特定の実施形態に向けられることがあり得る。
【００９７】
　本願発明の典型的な実施形態の上記の説明は、図示すること、説明のために表現された
ものである。網羅的であること、本願発明を記載された正確な形に制限することを意図す
るものではない。多くの修正変更が、以上の教示から可能である。実施形態が、本願発明
の原理と、その現実的応用とを最もよく説明するために、選ばれ、記載された。それによ
って、他の当業者が、本願発明を種々の実施形態で、そして、考えられる特定の使用に適
している種々の修正をして最もよく利用することを可能にする。
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